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橋梁照明における「一般国道等の長大な橋梁」の定義について 
  
 
「道路照明施設設置基準・同解説」において、局部照明を設置する箇所として示されてい

る「一般国道等の長大な橋梁」の定義は、「橋長 100m 以上」とする。  


